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はじめに 

  

私たちはこれまで 、学校 、家庭 、地域が一丸と なって心豊かな子ど もたちの

成長を願って努力してき ま した 。 しかしながら 、 いま 、子ど もたちを取 り巻 く

環境はさ まざまな社会変化の波にさ ら されてお り ます 。 この数年来 、少子化 、

核家族化の波が 、 さ らに最近では情報化の波が押し寄せてお り ます 。  

 このよ う な社会状況の変化は 、子ど もたちの成長や家族 、地域のあ り方にも

影響し 、 さ まざまな歪みを もたら している と考えられます 。 かつては 、子ど も

たちが仲間と戸外で日が暮れる まで遊び 、 さ まざまな人間関係をつ く る こ とが

でき ま したが 、 それも少子化によ って 、遊び 、活動する仲間がいな く な り 、 ま

た 、友だちがいても 、塾に通 う 子ど もが増えて一緒に遊べな く なったのです 。

そして 、子ど もたちは家に閉じ こ も り 、 ゲームに熱中する よ う にな り ま した 。  

 さ らに核家族化によ って 、隣近所とのつきあいが減 り 、家族が地域から孤立

を深め 、家庭の教育力の低下を もたら し ま した 。 また 、最近の携帯電話の普及

などによ って急速に情報化社会が進み 、直接 、顔を合わせない見知らぬ相手と

コ ミ ュニケーシ ョ ンができ る よ う にな り 、お互いが個人個人の世界で生きてい

ける時代と なったのです 。  

 このよ う な人間関係が希薄する中で 、心豊かな子ど もたちを育むためには 、

のぞま しい教育環境を整える必要があ り ます 。少子化が進み 、学校での教育活

動に支障を きたすよ う にな り ま したし 、何よ り も子ど もの社会性が育ちに く く

な り ま した 。 このよ う な教育環境の変化を受けて 、平成20年 4 月に小中学校の

適正規模等について検討する委員会が設置され 、検討を重ねてまい り ま した 。  

 本委員会では 、 のぞま しい教育環境をめざして 、学校の適正規模について幅

広 く検討し 、 よ り 良い教育環境の確保 、充実を図るための基本的な考えをま と

めてき ま した 。中でも 、少子化によ って 1 学年 1 学級とい う 過小規模校で育つ

子ど もたちの社会性の欠如などが大き く話題と な り 、緊急な課題と して早急に

対応する こ と も考慮してまい り ま した 。  

 この提言を契機と して 、教育委員会では学校の適正規模 ・ 適正配置に関する

基本方針や具体的な適正配置の計画等を検討し 、春日井市立小中学校の教育環

境の整備に努められる こ と を期待しています 。  

平成21年   月   日 

 

春日井市立小中学校適正規模等検討委員会 

会  長   中  野   靖  彦 



Ⅰ 現状 

 

１ 小中学校の現状 

 

⑴ 児童生徒数の推移 

春日井市における児童生徒数の推移をみる と 、小学校の児童数は 、昭

和56年度の 30,636 人をピーク と して平成20年 5 月には 18,798 人 と ピーク

時の 61.3％までに 、中学校の生徒数は 、昭和61年度の 15,330 人をピーク

と して 、平成20年 5 月では 8,092 人 と 52.8 ％まで減少している状況にあ

り ます 。 しかし 、 ピーク後の減少傾向も小学校では平成13年度から 、中

学校では平成17年度からわずかではあるが増加に転じてきてお り 、今後

の推計をみる と平成25年度には小学校の児童数は 19,090 人 と横ばい状

態 、中学校の生徒数は 9,913 人 と増加する見込みです 。  
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小中学校児童数・生徒数推移
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※ 春日井市教育委員会の統計です 。 （ 平成20年度までは 、各年 5 月 1 日の

数値 、平成21年度以降は推計値で普通学級と特別支援学級の児童生徒を

合わせた総数 ）  

 

 

 



⑵ 学校規模の推移 

小学校の学級数は 、昭和56年度 780 学級をピーク と して平成20年 5 月

には 602 学級と ピーク時の 77.2％までに 、中学校の学級数は 、昭和61年

度の 362 学級をピーク と して 、平成20年 5 月では 219 学級と 60.5％まで

減少している状況にあ り ます 。今後は平成25年度に小学校は 598 学級と

横ばい状態 、中学校は 277 学級と増える見込みです 。  
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※春日井市教育委員会の統計です 。 （ 平成20年度までは 、各年 5 月 1 日の数

値 、平成21年度以降は推計値で普通学級の数値 。 ただし推計値について

は 、平成20年度の特別支援学級を差し引いて出した数値 ）  
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⑶ 学級数の比較 

児童生徒数は減少傾向にあ り ますが 、小学校では 、学校数は39校 と ピー

ク時の35校よ り 増えてお り 、単学級を含む学年がある11学級以下の学校が

10校で 25.6％ 、 その う ち全学年が単学級である 6 学級の学校が 3 校 7.7 ％

と なっています 。 また 、中学校では 、学校数は15校 と ピーク時と同じです

が 、 11学級以下の学校が 5 校 33.3％ と なっています 。現在の と こ ろ小中学

校と も 31学級以上の学校はあ り ません 。  

小 学 校 中 学 校 

昭 和 平 成 平 成 昭 和 平 成 平 成

5 6 2 0 2 5 6 1  2 0 2 5

   

年度 

学級数 
年 度 年 度 年 度 年 度 年 度 年 度

６学級 ２ 校 ３ 校 ４ 校     

７～11学級  ７ 校 ８ 校  ５ 校 ３ 校

12～24学級 21 校 26 校 24 校 ９ 校 ９ 校 ８ 校

25～30学級 ９ 校 ３ 校 ３ 校 ４ 校 １ 校 ３ 校

31学級以上 ３ 校   ２ 校  １ 校

※小学校については 、昭和 57.58. 平成 14.19 年度に新設 （ 4 校 ）  

※小学校 、中学校の学級数が一番多い時と比較 

※学校規模検討のため 、学級数は普通学級数を記載   

 

⑷ 通学区域 

春日井市通学区域審議会では 、 「 交通安全には特に注意を払い 、すべ

ての児童生徒が安全で健康かつ快適な通学と日常生活を営むこ とができ

る通学区域の構成を目的と し 、学校位置及び規模と も関連するが 、通学

距離に著しい差が生じないよ う 配慮する こ と と し 、小学校における通学

距離は 1.5 キ ロ メー ト ルまで 、中学校については 2 キ ロ メー ト ルまでを

標準とする 」 と しています 。  
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Ⅱ 学校の適正規模 

 

１ 小規模校、大規模校のメリット・デメリット 

学校教育を行 う 上で 、学校規模の大小によ り 、学習 ･ 生活面 、学校運営

面などに次のよ う な メ リ ッ ト やデ メ リ ッ ト がある と考えられます 。  

 なお 、小規模校は11学級以下 、大規模校は25学級以上を基準と し ます 。  

 

⑴ 大規模校に比べて小規模校のメリット ･ デメリット 

ア  メ リ ッ ト と して 

・ 教員が全校児童生徒の把握ができ 、個々に行き届いた指導がしやす

い 。  

・ 教室数にゆ と り がある学校では 、余裕教室などのスペースが有効活

用でき る 。  

・ 学校行事など縦割 り学級異年齢集団での活動が多 く な り 、高学年と

低学年のつなが り がよ く なる 。  

・ 親も地域の人も子ど もの顔を知っている 。  

イ  デ メ リ ッ ト と して 

・ 合唱コン クールやク ラ ス対抗 リ レーなど 、一定の人数を必要とする

ものが実施しに く い 。  

・ 子ど ものさ まざまな希望に応じた ク ラブ活動が実施しに く い 。  

・ きめ細かい指導は 、時には子ど もの教員への依存度を高め問題を自

主的に解決できに く く してし ま う 。  

・ 多様な意見が出に く く なった り 、発想が狭 く なる恐れがある 。  

・ 子ど も同士 、保護者同士の人間関係や評価が固定化しやす く なる 。  

・ 子ど も同士の人間関係が壊れる と 、修復が難しい 。  

・ 子ど もの役割や責任が固定化しやすい 。  

・ 入学から卒業まで同じ集団で過ごすこ とによ り 、多 く の仲間と競い

合 う 機会が少な く なる 。  

 

⑵ 小規模校に比べて大規模校のメリット・デメリット 

ア メ リ ッ ト と して 

・ 多 く の友達や教員にめぐ り合え 、人間関係が豊かにな り 、社会性が

養いやすい 。  

・ 学校行事では多 く の仲間と活動でき 、集団の力が発揮され 、活気が
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ある 。  

・ 多様な ク ラブ活動が可能である 。  

・ 教員が多いため多様な教育活動に対応でき る 。  

イ  デ メ リ ッ ト と して 

・ 集団が大きいため 、一人ひと り が活躍でき る機会が少ない 。  

・ 運動場 、体育館などの一人当た り の面積が狭いため 、使用が制限さ 

れ 、学習活動に支障がでる こ とがある 。  

・ 少人数指導を行 う 際の教室の確保が困難な場合がある 。  

 

２  学校適正規模の必要性 

 学校規模によ る メ リ ッ ト ･ デ メ リ ッ ト はそれぞれあ り ますが 、各学校で

は メ リ ッ ト をいかしつつ 、デ メ リ ッ ト を補 う よ う 努力して教育活動を行っ

ています 。  

しかし 、学校は学力の向上を図る と と もに 、集団の中で交流を通して学

び 、多様な個性とふれあい 、切磋琢磨し 、豊な人間性をはぐ くむ場です 。  

望ま しい教育環境を考える上で大切なのは 、社会性や協調性を培い人間 

関係を築 く こ とができ 、学習活動や学校行事を実施する際に 、安全で十分 

な活動場所が確保でき る学校規模である こ と です 。  

そ こで 、学校の適正規模については 、次の点について考慮する必要があ

る と考えます 。  

⑴  集団生活面 ・ ・ 子ど もたちの交友関係が広が り 、多様なものの見方 ・

考え方にふれる機会が得られ 、お互いが豊な人間関係を築 く ためには 、

あ る程度の規模が必要です 。  

⑵  学習活動面 ・ ・ 小規模の集団の方がきめ細かい指導ができ ますが 、大

きな集団での活動や小グループでの学習など 、 あ らゆる学習形態に対応

でき 、合唱 ・ 合奏 、球技 ･ 競技などの学習活動 、運動会や文化祭などの

学校行事 、 ク ラブ活動においても ある程度の規模が必要です 。  

⑶  学校運営面 ・ ・ 複数の教員で学年を運営する こ とによ り 、授業研究 、

情報交換もでき る円滑な学校運営を行 う ためには 、 ある程度の規模が必

要です 。  

 

 

 

 



３ 適正規模の基準 

  
学校は 、子ど もたちが知識や学力を身につけるだけでな く 、集団の中で

豊な人間関係を築き様々なこ と を学習しながら 、体力の向上や自主自立性

を育んでい く こ と を教育効果と して期待する ものであ り 、発達段階におけ

る子ど もの人格形成面においても 、学校におけるグループ活動やク ラブ活

動 、学校行事等を とおして社会性を育むこ とが求められています 。  

そ こで 、学校規模によ る メ リ ッ ト ･ デ メ リ ッ ト を考慮し 、 よ り 高い教育

効果が得られる規模を 「 適正規模 」 と して 、次のよ う に範囲を定める こ と

と し ます 。  

 

１  小中学校と も １ ２～ ２ ４学級を適正規模の範囲とする 。  

２  小規模校のう ち単学級 （ １学年 １学級 ） と なる過小規模校について

は 、早急にその解消を努める必要がある 。  

３  大規模校のう ち ３ ０学級を超える過大規模校となったと きは 、検討を

加える必要がある 。  

 

学校規模の定義 

学 級  ６ 学級以下 ７ ～11学級 12～24学級 25～30学級 31学級以上

規 模  過小規模校 小規模校 適正規模校 大規模校 過大規模校

（ 参考 ） 国の基準 

◇学校教育法施行規則 

 第17条  小学校の学級数は 、 12学級以上18学級以下を基準 と す る 。 ただ し 、

地域の実態その他に よ り 特別の事情のあ る と き は 、 こ の限 り でない 。  

第55条  第17条 （ 中略 ） か ら 第49条 ま での規定は中学校に こ れを準用す る 。

（ 後略 ）  

◇義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関す る法律施行令 

第 ４ 条  法第 １ 項第 ４ 号の適正な規模の条件は次の各号に掲げ る も の と す

る 。  

1. 学級数がおおむね12学級か ら 18学級 ま でであ る こ と 。 （ 略 ）  

２  ５ 学級以下の学級数の学校 と 前項第 1 号に規定す る学級数の学校 と 統合す

る場合においては、同項同号中「 18学級」とあるのは「 24学級」とす る 。
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Ⅲ 学校の適正配置   

  

１ 学校配置の基準 

 

⑴ 学校配置を考える視点 

学校の適正配置は 、学校の規模 、今後の児童生徒数の推移 、通学区

域 、地域コ ミ ュニテ ィ など さ まざまな条件を満たすこ とが理想的な配置

ですが 、すべての学校を再配置する こ とは現実的でないため 、現在の学

校の配置を基準と して 、次のよ う に考える こ と と し ます 。   

 
ア  地域間での差を是正する視点  児童生徒の教育環境にでき るだけ差

が生じないよ う な配置をする こ とが必要です 。  

イ  学校と地域の関係の視点  学校と地域の関係に配慮し 、地域コ ミ ュ

ニテ ィ とバラ ンスの とれた配置をする こ とが必要です 。  

ウ  適切な通学区域の視点  児童生徒の通学距離の負担への配慮と安全

性を確保した配置をする こ とが必要です 。  

 
⑵ 学校配置の基準 

 ア  学校は 、児童生徒の教育環境にでき るだけ差が生じないよ う 、適正

な規模で地域にバラ ンス よ く配置されている こ とが望ま しい 。  

イ  通学区域は 、地域のま と ま り と でき るだけ整合している こ とが望ま

しい 。  

ウ  児童生徒の通学を考慮し 、通学距離は一定の範囲 （ 市が基準と して

いる小学校が 1.5 キ ロ メー ト ル 、中学校が 2 キ ロ メー ト ルまでを基

本 ） とする こ とが望ま しい 。  

 

２ 学校適正配置の取り組み方 

 

⑴ 基本的な考え方 

児童生徒の教育環境を よ り良好なもの とするため 、適正規模の学校を

地域に適正に配置する こ と を基本と し ます 。 そして 、学校の適正配置

は 、児童生徒数の動向を踏まえて次の とお り と し ます 。  

ア  小規模校については 、通学区域の変更や学校の統合によ り 、適正規

模の確保に努める よ う にする こ と 。 なお 、原則と して 、小規模化の著
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しい学校から適正配置を進める こ と 。  

イ  大規模校については 、特に大規模化の著しい学校において 、通学区

域の変更などによ り適正規模が確保される よ う 検討する こ と 。  

ウ  適正配置は 、対象とする学校及び地域の状況などを十分検討した上

で 、実施可能な と こ ろから取 り組んでい く こ と 。  

 
⑵ 小規模校への対応 

小規模校 （ 11学級以下 ） については 、適正規模とするため 、地域に複

数ある小規模校について 、地域の枠組みの中で 、再編等によ り適正化を

行 う こ と と し ます 。中でも 、過小規模校から優先して取 り組むこ と と し

ます 。  

 ア  近接する小規模校又は適正規模校との統合を行 う 。  

イ  近接する大規模校又は適正規模校との通学区域の変更によ り適正化

を図る 。  

ウ  上記ア ・ イの検討の際には 、小中一貫校など多様な方法も検討す

る 。 （ また 、必要に応じて 、通学区域の変更を検討する 。 ）  

 
⑶ 大規模校への対応 

大規模校の う ち過大規模校 （ 31学級以上 ） については 、次のよ う な対

応を検討する こ と と し ます 。  

ア  近接する学校との通学区域の変更によ り 、学校規模の適正化を図る 。  

イ  通学区域の変更が困難な場合は 、教室の改修や仮設教室の建設を行

う 。  

ウ  上記ア ・ イの方法で対応する と と もに 、 さ らに長期間にわた り過大規

模校の状態が予測される場合は 、新設について検討する 。  

 
３ 学校適正配置の具体的な進め方 

  望ま しい教育環境を確保するために 、学校の適正配置を進めるにあたっ

ては 、次のよ う な取 り組みを行 う こ とが考えられます 。  

 

⑴  小規模校の う ち過少規模校については 、統合に向けた早急な取組みが

望まれる もので 、教育委員会は検討委員会の提言を受け 、小中学校の適

正配置 ( 統合 ) 計画を策定する こ と 。  

⑵  学校の適正配置にあたっては 、計画案に対する地元 （ 当該児童生徒の



保護者 、対象と なる地域の住民等 ） の合意形成を十分に図る こ と 。  

⑶  小中学校の適正配置について地元の合意形成を図るため 、当該地域又

は通学区域に区 ・ 町内会 ・ 自治会 、 Ｐ Ｔ Ａ 、青少年育成関係団体など地

域の市民で構成される組織 （ 協議会 ） を設置する こ と 。  

⑷  学校が地域コ ミ ュニテ ィ の中核的な役割を担っている こ とから 、跡地

利用について 、地元の様々な活動の場と しての利用や地域の活性化 ・ 発

展のために有効な活用方法などを検討する こ と 。  

⑸  学校の適正配置によ り生み出された財源に相当する分は 、可能な限 り

学校教育の充実 、教育環境の整備のために活用する よ う 努める こ と 。 な

お 、統合するにあたっては 、新しい校舎の建設についての検討も望まれ

る 。  

 

 

 

Ⅳ 適正配置の地区別の考え方 

                       

１ 西部地区 

 
⑴  小学校 （ 6 校 ）  

ア  西部中学校区  春日井小学校 、牛山小学校 、松山小学校 

イ  知多中学校区  山王小学校 、味美小学校 

ウ  味美中学校区  味美小学校 、白山小学校 

 

春日井小学校及び松山小学校については 、現在及び推計においても適

正規模を超えていますが 、過大規模とはならず 、徐々に減少してい く傾

向にあ り ますので 、 その推移を見守ってい く必要があ り ます 。  

また 、今後の状況の変化によって適正規模を超える状態が継続する場

合や過大規模と なる場合には 、通学区域の変更などで適正規模化を図る

よ う に検討する と と もに 、状況に応じて仮教室や施設の改修などによ っ

て対応する必要があ り ます 。  

牛山小学校 、山王小学校 、味美小学校及び白山小学校については 、適

正規模の範囲内であ り 、現在も推計でもほぼ同じ規模で推移してい く こ

とから 、特に検討する こ と も ない と思われます 。  
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⑵  中学校 （ 3 校 ）  

西部中学校 、知多中学校 、味美中学校 

 

西部中学校については 、春日井小学校と松山小学校の状況から 、必然

的に大規模から過大規模の状態に向か う 傾向と なっていますが 、両小学

校と も減少に転じ る状況にある こ とから 、当面は仮教室や施設の改修な

どによ って対応する こ とが必要と思われます 。 また 、今後の状況の変化

が大き く影響する こ と と なるので 、 その推移には十分注意する必要があ

り ます 。  

知多中学校については 、適正規模の範囲内であ り 、現在も推計でもほ

ぼ同じ規模で推移してい く こ とから 、特に検討する こ と も ない と思われ

ます 。  

味美中学校については 、現在 、適正規模を下回った規模であ り 、今後

も同様の規模で推移する もの と思われますが 、単学級と なるほどの小規

模とはならないもので 、 その推移を見守ってい く こ と と し ます 。  

なお 、 この地区内には学校用地 （ 西高山町 ） が確保されてお り 、特に

西部中学校の将来の状況にも よ り ますが 、当分の間は保有してい く こ と

が望ま しい と思われます 。  

 
２ 中部地区 

 
⑴  小学校 （ ９ 校 ）  

ア  中部中学校区  勝川小学校 、小野小学校 、上条小学校 

イ  鷹来中学校区  鷹来小学校 、大手小学校 、西山小学校 

ウ  柏原中学校区  鳥居松小学校 、柏原小学校 、丸田小学校 

 

勝川小学校 、小野小学校及び上条小学校については 、今後増加傾向を

示してお り 、中でも勝川小学校は適正規模を上回る可能性があ り 、 その

推移を十分注意して見守ってい く必要があ り ます 。  

柏原小学校については 、現在は適正規模を超えている ものの 、今後は

適正規模の範囲内に落ち着いてい く傾向にあるので 、 その推移を注意し

て見守ってい く こ と と し ます 。  

今後の状況の変化によ って適正規模を超える状態が継続する場合や過

大規模と なる場合には 、通学区域の変更などで適正規模化を図る よ う に
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検討する と と もに 、状況に応じて仮教室や施設の改修などによ って対応

する必要があ り ます 。  

鷹来小学校 、大手小学校 、鳥居松小学校及び丸田小学校については 、

現在及び推計においてもほぼ同じ規模若し く は若干の増加又は減少して

推移する ものの 、 いずれも適正規模の範囲内である こ とから 、特に検討

する こ とはない と思われます 。  

西山小学校については 、適正規模を下回ってお り 、今後も同様の規模

で推移する もの と思われますが 、全学年が単学級と なるほど小規模化が

進むもの とはならないので 、 その推移を注意して見守ってい く こ と と し

ます 。  

 

⑵  中学校 （ 3 校 ）  

中部中学校 、鷹来中学校 、柏原中学校 

 

中部中学校については 、校区とする勝川小学校 、小野小学校及び上条

小学校の状況から 、必然的に大規模から過大規模の状態に向か う 傾向と

なるので 、状況に応じて仮教室や施設の改修などによ って対応する必要

があ り ます 。 また 、今後の状況の変化が大き く影響する こ と と なるの

で 、 その推移には十分注意する必要があ り ます 。  

鷹来中学校については 、適正規模の範囲内であ り 、現在も推計でもほ

ぼ同じ規模から若干増加して推移してい く が 、特に検討する こ と も ない

と思われます 。  

柏原中学校については 、現在適正規模の範囲内である ものの 、特に柏

原小学校の状況にも よ るが 、今後は適正規模を上回る状況になる と思わ

れるので 、 その推移には十分注意する必要があ り ます 。  

なお 、 この地区内には学校用地 （ 長塚町 ） が確保されてお り ますが 、

中部中学校の将来の状況にも よ り ますが 、位置的に見て今後は保有して

い く こ とは必要がないもの と思われます 。  

 

 

 

 

 

 



 14

３ 東部地区 

 
⑴  小学校 （ 8 校 ）  

ア  東部中学校区  篠木小学校 、八幡小学校 、篠原小学校 

イ  松原中学校区  松原小学校 、東野小学校 、 （ 丸田小学校 、西山小学

校 ）  

ウ  南城中学校区  篠原小学校 、神領小学校 、北城小学校 、出川小学校 

 

松原小学校 、東野小学校 、篠木小学校 、篠原小学校 、神領小学校及び

北城小学校については 、現在及び推計においてもほぼ同じ規模若し く は

若干の増加又は減少して推移する ものの 、 いずれも適正規模の範囲内で

ある こ とから 、特に検討する こ とはない と思われます 。  

出川小学校については 、今後増加傾向を示してお り適正規模を上回る

可能性があるので 、 その推移を十分注意して見守ってい く必要があ り ま

す 。今後の状況の変化によ って適正規模を超える状態が継続する場合や

過大規模と なる場合には 、通学区域の変更などで適正規模化を図る よ う

に検討する と と もに 、状況に応じて仮教室や施設の改修などによ って対

応する必要があ り ます 。  

八幡小学校については 、現在 、適正規模を下回ってお り 、今後も同様

の規模で推移する もの と思われますが 、全学年が単学級と なるほど小規

模化が進むもの とはならないものの 、通学区域の変更など 、適正規模化

の検討も含め 、 その推移を注意して見守ってい く こ と と し ます 。  

 

⑵  中学校 （ 3 校 ）  

東部中学校 、松原中学校 、南城中学校 

 

南城中学校については 、校区とする 、神領小学校 、北城小学校及び出

川小学校の状況から 、大規模の状態に向か う こ とが見込まれますので 、

状況に応じて仮教室や施設の改修などによ って対応する こ とが必要と思

われます 。 また 、今後の状況の変化が大き く影響する こ と と なるので 、

その推移には十分注意する必要があ り ます 。  

東部中学校及び松原中学校については 、推計において増加傾向が見ら

れる ものの 、適正規模の範囲内であ り特に検討する こ とはない と思われ

ます 。  
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４ 高坂地区 

 
⑴  小学校 （ 5 校 ）  

ア  坂下中学校区  坂下小学校 、西尾小学校 、神屋小学校 

イ  高蔵寺中学校区  高座小学校 、不二小学校 

 

坂下小学校及び高座小学校については 、現在及び推計においてもほぼ

同じ規模か若干の減少で推移する ものの 、 いずれも適正規模の範囲内で

ある こ とから 、特に検討する こ とはない と思われます 。  

不二小学校については 、今後の増加傾向から適正規模を上回 り大規模

の状態が見られるので 、 その推移を十分注意して見守ってい く必要があ

り ます 。今後の状況の変化によ っては 、 さ らに適正規模を超える状態が

継続する場合や過大規模と なる場合も考えられるので 、通学区域の変更

などで適正規模化を図る よ う に検討する と と もに 、状況に応じて仮教室

や施設の改修などによ って対応する必要があ り ます 。  

神屋小学校については 、現在 、適正規模を下回ってお り 、今後も同様

の規模で推移する もの と思われますが 、全学年が単学級と なるほど小規

模化が進むもの とはならないので 、 その推移を注意して見守ってい く こ

と と し ます 。  

西尾小学校については 、従来から単学級の状況にあ り 、今後も同様に

推移する もの と思われますが 、地域的に隣接校と統合して適正規模化す

る こ と も困難であ り 、 また 、 これまでも小規模校と して地域や子ど もた

ち も慣れ親しんでいる もので 、引き続き このま まの状態を見守ってい く

こ と と し ます 。 また 、神屋小学校も含めて 、両校の間に坂下中学校が位

置するため 、小中一貫校について検討する こ と も考えられます 。  

 

⑵  中学校 （ ２ 校 ）  

坂下中学校 、高蔵寺中学校 

 

坂下中学校については 、現在及び推計において適正規模の範囲内で推

移する ものであ り 、特に検討する こ とはない と思われます 。  

高蔵寺中学校については 、不二小学校が増加傾向を示している こ とか

らそれに伴って増加の状態に向か う こ とが見込まれますが 、適正規模の

範囲内で推移するものと思われます。また、今後の状況の変化が大きく
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影響することとなるので、その推移には十分注意する必要があります。 
 

５ ニュータウン地区 

 
⑴  小学校 （ 11校 ）  

ア  藤山台中学校区  藤山台小学校 、藤山台東小学校 、西藤山台小学校 

イ  高森台中学校区  高森台小学校 、中央台小学校 、東高森台小学校 

ウ  石尾台中学校区  玉川小学校 、石尾台小学校 、押沢台小学校 

エ  岩成台中学校区  岩成台小学校 、岩成台西小学校 

 

西藤山台小学校 、高森台小学校 、玉川小学校及び岩成台西小学校につ

いては 、現在及び推計においてもほぼ同じ規模で推移し 、 いずれも適正

規模の範囲内である こ とから 、特に検討する こ とはない と思われます 。  

岩成台小学校については 、推計では適正規模を下回る状況になる もの

と想定されているので 、 その推移を見守る こ と と し ます 。  

藤山台小学校 、藤山台東小学校 、中央台小学校 、東高森台小学校 、石

尾台小学校 、及び押沢台小学校については 、現在 、適正規模を下回って

お り 、今後も同様の規模で推移する もの と思われます 。  

中でも藤山台小学校及び石尾台小学校は 、全学年が単学級と なる過小

規模校であ り 、隣接する小学校との統合など 、現在の状態の解消に早急

に取 り組む必要があ り ます 。 また 、藤山台東小学校 、中央台小学校 、東

高森台小学校及び押沢台小学校についても 、 ほぼ全学年で単学級と なる

よ う な小規模化が進むもの と思われるので 、 その推移を注意して見守っ

てい く と と もに 、隣接校との統合を含めた取組みの検討を進める必要が

あ り ます 。  

 

 

⑵  中学校 （ 4 校 ）  

藤山台中学校 、高森台中学校 、石尾台中学校 、岩成台中学校 

 

高森台中学校については 、現在及び推計において適正規模の範囲内で

推移する ものであ り 、特に検討する こ とはない と思われます 。  

藤山台中学校 、石尾台中学校及び岩成台中学校については 、現在適正

規模を下回ってお り 、推計においてもほぼ同じ規模で推移する こ と と な



るので 、今後の状況の変化も含めてその推移を見守る と と もに 、適正規

模化に向けた検討を してい く必要があ り ます 。  

なお 、 この地区内には学校用地 （ 白山町 ） が確保されてお り ますが 、

地区の状況から今後は保有してい く必要がないもの と思われます 。  

 

  ※以上のよ う に 、適正配置の地区別の考え方を取 り ま とめま したが 、

学校の施設 （ 教室 ） の状況については学校ご とにまちまちであ り 、大

規模化する学校はも と よ り 、適正規模の範囲内の学校にあっても 、状

況に応じて仮教室の設置や施設改修などを適宜行い 、適正な教育環境

の確保を図ってい く必要があ り ます 。  
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